
 

大
阪
府
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
阪
府
知
事 

吉
村 

洋
文 

 
 

大
阪
府
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

大
阪
府
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

 

大
阪
府
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
阪
府
規
則
第
八
十
三
号
）
の
全
部
を

改
正
す
る
。 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五

百
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二

十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
大
阪
府

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
大
阪
府
条
例
第
六
十
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
の
用
語
の
意
義
は
、
法
、
令
、
施
行
規
則
及
び
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 

（
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
） 

第
三
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
第
七
号
の
実
施
機
関
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。 

 

一 

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
年
月
日
（
登
録
し
た
事
項
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

変
更
年
月
日
） 

 

二 

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
根
拠
法
令
等 

 

三 

個
人
情
報
の
目
的
外
の
利
用
又
は
提
供
の
有
無 

 

四 

他
法
令
等
に
よ
る
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
制
度
の
有
無 

 

五 

個
人
情
報
の
取
扱
い
の
委
託
の
有
無 

（
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
） 

第
四
条 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書

（
様
式
第
一
号
）
と
す
る
。 

（
開
示
の
実
施
） 

第
五
条 

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
文
書
又
は
図
画
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開

示
に
係
る
写
し
の
交
付
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、

知
事
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
に
よ
り
容
易
に
当
該
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。 

 

一 

当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
乾
式
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番

（
以
下
「
Ａ
三
判
」
と
い
う
。
）
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
単
色
刷
り
で
複
写
し
た
も
の
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
乾

式
複
写
機
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
大
き
さ
の
規
格
の
用
紙
に
単
色
刷
り
で
複
写
し

た
も
の 



 

二 

当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
乾
式
複
写
機
に
よ
り
Ａ
三
判
以
下
の
大
き
さ
の
用

紙
に
多
色
刷
り
で
複
写
し
た
も
の
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
乾
式
複
写
機
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
大
き
さ
の

規
格
の
用
紙
に
多
色
刷
り
で
複
写
し
た
も
の 

 

三 

当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業

規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ

ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
記
憶
容
量
七
百
メ
ガ
バ
イ
ト
の
も
の

又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
三
五
及
び
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
記
憶
容
量
四
・
七
ギ
ガ

バ
イ
ト
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
複
写
し
た
も
の 

２ 

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
係

る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法

と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
の
保

存
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
電
磁
的
記
録
を
複
写
し
た
物
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

 

一 

録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク 

次
に
掲
げ
る
方
法 

 
 

イ 

当
該
録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
専
用

機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
聴
取 

 
 

ロ 

当
該
録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
光
デ

ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

 

二 

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク 

次
に
掲
げ
る
方
法 

 
 

イ 

当
該
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を

専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴 

 
 

ロ 

当
該
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を

光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

 

三 

電
磁
的
記
録
（
電
子
計
算
機
（
他
の
電
子
計
算
機
と
情
報
通
信
網
で
結
合
す
る
こ
と
に

よ
り
一
体
と
し
て
情
報
の
処
理
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
内
蔵
さ
れ
、
又
は
常
時
接
続
さ

れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
を
記
憶
す
る
媒
体
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て

い
る
も
の
に
限
る
。
） 

次
に
掲
げ
る
方
法 

 
 

イ 

当
該
電
磁
的
記
録
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の

閲
覧 

 
 

ロ 

当
該
電
磁
的
記
録
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の

写
し
の
交
付 

 
 

ハ 

当
該
電
磁
的
記
録
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た

も
の
の
交
付 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
以
外
の
電
磁
的
記
録 

次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
知

事
が
適
当
と
認
め
る
方
法 

 
 

イ 

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法 

 
 

ロ 

当
該
電
磁
的
記
録
の
当
該
保
有
個
人
情
報
に
係
る
部
分
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し



た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴 

３ 

令
第
二
十
六
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書
（
様

式
第
二
号
）
と
す
る
。 

４ 

個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
等
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴
を
す
る
者
は
、
当

該
行
政
文
書
等
を
丁
寧
に
取
り
扱
う
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
改
ざ
ん
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損

し
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に

対
し
、
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
等
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す
る

こ
と
が
あ
る
。 

６ 

保
有
個
人
情
報
に
係
る
写
し
の
交
付
の
部
数
は
、
開
示
請
求
一
件
に
つ
き
一
部
と
す
る
。 

（
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
） 

第
六
条 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
（
様
式
第
三
号
）
と

す
る
。 

（
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
） 

第
七
条 

条
例
第
十
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
（
様
式
第
四
号
）

と
す
る
。 

（
保
有
個
人
情
報
取
扱
是
正
申
出
書
） 

第
八
条 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
取
扱
是
正
申
出
書
（
様
式
第
五

号
）
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
実
施
機
関
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。 

 

一 

申
出
年
月
日 

 

二 

連
絡
先 

（
費
用
負
担
） 

第
九
条 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
写
し
の
作
成
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
実
施
機
関
の
規
則
で

定
め
る
も
の
（
電
磁
的
記
録
で
あ
る
行
政
文
書
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
五
条
第
二

項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
並
び
に
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
物

の
作
成
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
実
施
機
関
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
第
五
条
第
二
項

第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
並
び
に
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
写
し
（
第
一
項
に
規
定
す
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成

に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

４ 

令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
納
付
書
に
よ
り
納

付
す
る
方
法
又
は
郵
便
切
手
で
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。 

５ 

第
三
項
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
及
び
当
該
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用
は
、
前
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
運
用
状
況
の
公
表
） 

第
十
条 

条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
。 

 
 

 

附 

則 



（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
前
の
大
阪
府
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
た
上
、
こ
の
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

                   

備
考 

 
 

１ 

用
紙
の
両
面
に
印
刷
さ
れ
た
写
し
を
作
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
片
面
を
一
枚
と
し
て
計
算
す

る
。 

 
 

２ 

乾
式
複
写
機
に
よ
る
作
成
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
Ａ
三
判
ま
で
の
大
き
さ
の
用
紙
を
用
い

る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
超
え
る
大
き
さ
の
規
格
の
用
紙
を
用
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
Ａ
三
判
に
よ

る
用
紙
を
用
い
た
場
合
の
枚
数
に
換
算
し
て
写
し
の
枚
数
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

こ
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
知
事

が
別
に
定
め
る
。 

 

二 一 項 

光
デ
ィ
ス
ク
へ
の
複
写
に
よ

る
作
成 

乾
式
複
写
機
に
よ
る
作
成 

区 
 

 
 

 
 

 
 

分 

そ
の
他
の
場
合 

文
書
等
を
ス
キ
ャ
ナ
に

よ
り
読
み
取
っ
て
で
き

た
電
磁
的
記
録
の
複
写

の
場
合 

多
色
刷
り 

単
色
刷
り 

一
枚
に
つ
き
一
〇
〇
円 

一
枚
に
つ
き
五
〇
円
に
当
該
文
書

等
一
枚
ご
と
に
一
〇
円
を
加
え
た

額 一
枚
に
つ
き
三
〇
円 

一
枚
に
つ
き
一
〇
円 

費
用
の
額 

様式第１号（第４条関係） 
  

 
保有個人情報開示請求書 

                                  年  月  日 
 大阪府知事 様 

          (ふりがな）                                 
       氏名 
                                             
       住所又は居所 
        郵便番号 
                                     電話番号  （  ）     

 

個人情報の保護に関する法律（第76条第１項・第76条第２項）の規定により、下記のとおり保有

個人情報の開示を請求します。 
記 

１ 開示を請求する保有個人情報 （具体的に特定してください。） 
 
 
 
 

２ 求める開示の実施方法等 （本欄の記載は任意です。） 

ア又はイに○印を付してください。アを選択した場合は、実施の方法等を記載してください。 
ア 事務所における開示の実施を希望する。 

＜実施の方法    ＞□閲覧（視聴及び聴取を含む。）のみを希望する。 

□閲覧した後、必要な部分の写しの交付を希望する。 

□全部の写しの交付を希望する。 

  ＜写しの交付の方法＞ □用紙  □ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 

＜実施の希望日時＞       年   月   日 

午前（午後） 時 分から午前（午後） 時 分までの間 

＜実施の場所＞ □府政情報センター  □担当室・課（所） 

イ 全部の写しの送付（□用紙  □ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）を希望する。 
３ 本人確認等 

ア 開示請求者       □本人  □法定代理人  □任意代理人 

イ 請求者本人確認書類 
  □運転免許証  □健康保険被保険者証   

  □個人番号カード 
□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

  □その他（              ） 
 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等（開示請求の日前30日以内に作成され、個

人番号の記載がないものに限ります。また、コピーによる提出は認められません。）を添付してください。

なお、個人番号カードのコピーを提出する場合には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してく

ださい。 

ウ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 
（ア）本人の状況 □未成年者（    年  月  日生） □成年被後見人 □任意代理人委任者  
   （ふりがな）                                 

（イ）本人の氏名                                    
（ウ）本人の住所又は居所  
   郵便番号 

                         電話番号  （  ）      

エ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してください。 
  請求資格確認書類  □戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（         ） 

オ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提出してください。 

  請求資格確認書類  □委任状（委任者の印鑑登録証明書又は本人確認書類を添付） 

※ 委任状及び印鑑登録証明書のコピーによる提出は認められません。また、委任状及び印鑑登録証明書は開

示請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。 

 

別
表
（
第
九
条
関
係
） 



                                        

様式第２号（第５条関係） 様式第３号（第６条関係） 
 

 

保有個人情報の開示の実施方法等申出書 
                                  年  月  日 

 大阪府知事 様 

          (ふりがな）                                 
       氏名 
                                             
       住所又は居所 
        郵便番号 
                                     電話番号  （  ）     
 
個人情報の保護に関する法律第87条第３項の規定により、下記のとおり申し出ます。 

記 

 

１ 保有個人情報開示決定通知書の番号等 

文書番号： 
日  付： 

 
 
２ 求める開示の実施方法等 

開示請求に係る保有個人情報の名称等  

 

開示決定に係る保有個人情報の一部に

ついて開示の実施を希望する場合は当

該部分 

 

事務所における開示の

実施を希望する場合 実施の方法 

□閲覧（視聴及び聴取を含む。）のみを希望する。 

□閲覧した後、必要な部分の写しの交付を希望する。 

□全部の写しの交付を希望する。 

写しの交付の

方法 

□用紙 

□ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 

実施の希望日

時 

    年  月  日 

午前（午後）  時  分から 

午前（午後）  時  分までの間 

実施の場所 
□府政情報センター 

□担当室（課）・所 

全部の写しの送付を希

望する場合 

写しの交付の

方法 

□用紙 

□ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 

 
 

 
＜本件連絡先＞ 
担当課（室・所） 
（電話番号            （内線）    ） 

  
 

 

 

保有個人情報訂正請求書 
 

                                  年  月  日 
 

 大阪府知事 様 

          (ふりがな）                                 
       氏名 
                                             
       住所又は居所 
        郵便番号 
                                     電話番号  （  ）     
 
個人情報の保護に関する法律（第90条第１項・第90条第２項）の規定（大阪府個人情報の保護に

関する法律施行条例第７条の規定を適用する場合を含む。）により、下記のとおり保有個人情報の

訂正を請求します。 

記 

 

訂正請求に係る保有個人情報
の内容 

 

訂正請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 
 
 
（理由） 
 
 

 
１ 訂正請求者   □ 本人  □ 法定代理人  □任意代理人 
２ 請求者本人確認書類 
  □運転免許証  □健康保険被保険者証      

□個人番号カード 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（              ） 
 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等（訂正請求の日前30日以内に作成され、個人

番号の記載がないものに限ります。また、コピーによる提出は認められません。）を添付してください。 

なお、個人番号カードのコピーを提出する場合には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してくだ

さい。 

３ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 
 ア 本人の状況 □未成年者（   年  月  日生） □成年被後見人 □任意代理人委任者 
   （ふりがな）                                 
 イ 本人の氏名                            
ウ 本人の住所又は居所  

   郵便番号 
                         電話番号  （  ）      

 

４ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してください。 

請求資格確認書類   □戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（      ） 

５ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提出してください。 

 請求資格確認書類   □委任状（委任者の印鑑登録証明書又は本人確認書類を添付） 

※ 委任状及び印鑑登録証明書のコピーによる提出は認められません。また、委任状及び印鑑登録証明書は開示

請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。 

 



                                

様式第４号（第７条関係） 様式第５号（第８条関係）   

 

保有個人情報取扱是正申出書 
 

                                  年  月  日 
 

 大阪府知事 様 

          (ふりがな）                                 
       氏名 
                                             
       住所又は居所 
        郵便番号 
                                     電話番号  （  ）     
 
大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例（第11条第１項・第11条第２項）の規定により、下

記のとおり保有個人情報の取扱いの是正を申し出ます。 

記 

 

是正の申出に係る保有個人情
報及びその取扱いの内容 

 

是正の申出の趣旨及び理由 

（趣旨） 
 
 
（理由） 

 
１ 是正申出者   □ 本人  □ 法定代理人  □任意代理人 
２ 申出者本人確認書類 
  □運転免許証  □健康保険被保険者証      

□個人番号カード 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（              ） 
 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等（訂正請求の日前30日以内に作成され、個人

番号の記載がないものに限ります。また、コピーによる提出は認められません。）を添付してください。 

なお、個人番号カードのコピーを提出する場合には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してくだ

さい。 

３ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 
 ア 本人の状況 □未成年者（   年  月  日生） □成年被後見人 □任意代理人委任者 
   （ふりがな）                                 
 イ 本人の氏名                            
ウ 本人の住所又は居所  

   郵便番号 
                         電話番号  （  ）      

 

４ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してください。 

請求資格確認書類   □戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（      ） 

５ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提出してください。 

 請求資格確認書類   □委任状（委任者の印鑑登録証明書又は本人確認書類を添付） 

※ 委任状及び印鑑登録証明書のコピーによる提出は認められません。また、委任状及び印鑑登録証明書は開示

請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。 

 

 

 

保有個人情報利用停止請求書 
 

                                  年  月  日 
 

 大阪府知事 様 

          (ふりがな）                                 
       氏名 
                                             
       住所又は居所 
        郵便番号 
                                     電話番号  （  ）     
 
個人情報の保護に関する法律（第98条第１項・第98条第２項）の規定（大阪府個人情報の保護に

関する法律施行条例第９条の規定を適用する場合を含む。）により、下記のとおり保有個人情報の

利用停止を請求します。 

記 

 

利用停止請求に係る保有個人
情報の内容 

 

利用停止請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 
□第１号該当 →□利用の停止、□消去 
□第２号該当 →提供の停止 
 
（理由） 
 
 
 

 
１ 利用停止請求者   □ 本人  □ 法定代理人  □任意代理人 
２ 請求者本人確認書類 
  □運転免許証  □健康保険被保険者証      

□個人番号カード 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（              ） 
 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等（訂正請求の日前30日以内に作成され、個人

番号の記載がないものに限ります。また、コピーによる提出は認められません。）を添付してください。 

なお、個人番号カードのコピーを提出する場合には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してくだ

さい。 

３ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 
 ア 本人の状況 □未成年者（   年  月  日生） □成年被後見人 □任意代理人委任者 
   （ふりがな）                                 
 イ 本人の氏名                            
ウ 本人の住所又は居所  

   郵便番号 
                         電話番号  （  ）      

 

４ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してください。 

請求資格確認書類   □戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（      ） 

５ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提出してください。 

 請求資格確認書類   □委任状（委任者の印鑑登録証明書又は本人確認書類を添付） 

※ 委任状及び印鑑登録証明書のコピーによる提出は認められません。また、委任状及び印鑑登録証明書は開示

請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。 

 


